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 「医療機関等における消費税負担に関する分科会」における 

議論の中間整理 

 

 

平成 25 年 9月 25 日 

 

 

 当分科会では、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改

革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律（平成 24年法律第

68 号。以下「法」という。）」第７条第１号トの規定に基づき、医療機関

等の仕入れに係る消費税負担について、主に、消費税率８％への引上げ

が予定されている平成 26年４月に向けた、診療報酬制度等における対応

等に関する検討を行ってきた。 

これまでの８回にわたる議論を踏まえ、消費税率８％への引上げ時の

対応としては、原則として以下のとおりとする。ただし、意見が一致し

ていない部分等については、今後議論が必要である。 

 

 

１．診療報酬とは別建ての高額投資対応について 

 

○ 医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担については、法

第７条第１号トにおいて、「新たに一定の基準に該当するものに対し区

分して措置を講ずることを検討」することとされている。このため、「医

療機関等の設備投資に関する調査」を行うとともに、平成 26年４月の

消費税率８％への引上げ時に、診療報酬とは別建ての高額投資対応を

行うこと（例えば、高額投資対応に必要な財源をプールして基金を造

成し、医療機関等からの申請に基づいて、審査・支給する仕組みを創

設すること）について検討を行った。 

 

○ 診療側委員からは、 

・ 診療報酬による対応は補填部分が不明確となり限界があるため、

消費税率 10％への引上げ時には税制上の抜本的な対応が必要であり、

８％への引上げ時点においては、複雑な対応をすべきではない、 

・ 高額投資対応の財源を診療報酬改定の財源に求めるのであれば、

高額投資を行った医療機関に対して、高額な投資を行っていない医

療機関が負担することになるため、別の意味の不公平感が生じる、 

という意見など、診療報酬とは別建ての高額投資対応を行うことに対

する反対意見が多数述べられた。 

診調組 税－１参考３ 

２ ５ ． １ １ ． １ ４ 



2 

○ 支払側委員からも、 

・ 医療機関が独自の経営判断で行う設備投資に対して、患者や保険

者が事後的に補填することは理屈に合わず、加入者、事業者の理解

を得るのが困難、 

・ 今回の引上げ分のみ対応することとすると、不公平感が完全には

解消しないのに、システム改修等に膨大なコストがかかるため、効

果がコストに見合わない、 

などの意見が述べられた。 

 

○ また、「医療機関等の設備投資に関する調査」の結果等によれば、医

療機関等の投資実績に応じた償還に必要な財源規模を正確に見込むこ

とは困難と考えられる。（詳細は別紙「医療機関等の設備投資に関する

調査（結果の概要）」参照） 

 

○ 以上のとおり、診療側委員、支払側委員の意見が一致したことから、

消費税率の８％引上げ時には、診療報酬とは別建ての高額投資対応は

実施せず、診療報酬改定（調剤報酬改定を含む。以下同じ。）により対

応することとする。 

 

 

 

 

 

 

２．診療報酬による対応について 

 

○ 消費税率８％への引上げ時の診療報酬改定については、改定項目の

詳細や具体的な引上げ幅は、今後、内閣により決定される消費税対応

分の改定率を踏まえて、中医協総会で検討すべき事項である。このた

め、当分科会では、消費税引上げに伴う改定財源及びその配分方法に

関する基本的な考え方について議論を行った。 
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(1)本体報酬 

 

① 上乗せの対象項目について 

 

○ 報酬上乗せを行う報酬項目等については、透明性・公平性の観点か

ら、基本診療料・調剤基本料への上乗せで対応すべきとの意見に加え、

高額な投資に一定の配慮をする観点から、基本診療料・調剤基本料へ

の上乗せに「個別項目」への上乗せも組み合わせるべきとの意見もあ

った。以上より、医療経済実態調査の結果等を踏まえ、基本診療料・

調剤基本料への上乗せによる対応を中心としつつ、「個別項目」への上

乗せを組み合わせる形で対応することを基本とする。 

 

 

  

○ また、基本診療料・調剤基本料へ上乗せする場合の上乗せ方法につ

いては、基本的に以下のとおりとする。 

①医科診療報酬では、 

ア 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料に上

乗せする。 

イ 病院については、診療所と初・再診料の点数を変えないように

するため、診療所に乗せた点数と同じ点数を初・再診料（外来診

療料を含む。）に上乗せし、余った財源を入院料等に上乗せする。 

②歯科診療報酬では、初・再診料に上乗せする。 

③調剤報酬は、調剤基本料に上乗せする。 

 

 

  

（参考：事務局から提示された案） 

【本体報酬への上乗せ方法】 

案１：基本診療料・調剤基本料に消費税対応分を上乗せ 

案２：消費税負担が大きいと考えられる点数項目に代表させて、消費税対応分を上乗せ 

（個別項目） 

案３：１点単価に消費税対応分を上乗せ 
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②消費税引上げに伴う改定財源の配分の考え方について 

 

○ 消費税引上げに伴う本体報酬に係る改定財源の配分については、以

下の算式で得られる数値により財源を按分することを基本とする。 

 

①医科、歯科、調剤間での財源配分 

〈医科、歯科、調剤ごとの医療費シェア〉×〈医科、歯科、調剤ごとの課税経費率〉 

 

②病院、診療所間での財源配分 

〈病院、診療所ごとの医療費シェア〉×〈病院、診療所ごとの課税経費率〉 

 

③入院料間での財源配分 

  〈各入院料ごとの医療費シェア〉×〈各入院料ごとの課税経費率〉 

 
※課税経費率：医療経済実態調査等より算出した、当該分類ごとの費用と損益差

額の合計額に占める課税仕入れ（原則として、医薬品、特定保険医療材料に係

るものを除く）の割合 

 

○ なお、上記③の入院料間の財源配分を行う際は、 

・ 救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料などの特定入

院料については、医療経済実態調査から当該入院料ごとの課税経費

率が把握できないため、当該入院料を算定している病院が最も多く

算定している入院基本料（一般病棟７対１入院基本料など）と同じ

課税経費率であるとみなす等の工夫が必要であること、 

・ 本体報酬に薬価、特定保険医療材料価格が包括されている入院料

（DPC 制度における診療報酬の包括評価部分を含む。）については、

医薬品、特定保険医療材料に係る仕入れを含めた課税仕入れ割合を

課税経費率として計算する必要があること 

に留意が必要である。 
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 (2)薬価、特定保険医療材料価格 

 

①改定方式について 

 

○ 薬価、特定保険医療材料価格については、現行上、市場実勢価格に

消費税率を上乗せする仕組みとしていることから、消費税率８％への

引上げ時にも同様の対応をすることを基本とする。 

 

改定後価格＝ 

販売価格の加重平均値（消費税抜きの市場実勢価格×108％）＋（現行価格×調整幅）  

 

 

②薬価、特定保険医療材料価格に係る消費税対応分の表示方法について 

 

○ 医療関係者や患者にとって、薬価や特定保険医療材料価格に消費税

対応分が上乗せされていることが理解しづらいため、消費税対応分に

ついての表示をすべきであるが、いわゆる「調整幅」があるため、単

純に価格に税率を乗じたものが消費税対応分となるわけではなく、正

確な金額を明細書等に表示しようとすると複雑な表記をするためのシ

ステム改修が必要となり、患者にとっても理解が難しいといった問題

がある。 

 

○ このため、消費税対応分が薬価、特定保険医療材料価格に上乗せさ

れている旨の表示を簡略な方法で行うことを基本とする。（具体的な表

示方法については引き続き検討する。） 

 

 

  

（参考：事務局から提示された案） 

【薬価、特定保険医療材料価格等に係る消費税対応分の表示方法】 

案１：薬価、特定保険医療材料価格について、消費税対応分を告示等で区分して表示 

案２：案１に加えて、医療機関等が発行する患者への明細書、薬剤情報提供文書等にお

いて当該患者の薬剤又は保険医療材料の「薬価及びそのうちの消費税対応分」「特

定保険医療材料及びそのうちの消費税対応分」を表示 
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(3)財源について 

 

○ 当分科会において、過去の消費税対応を中心に議論を行ったところ、

消費税が導入・引上げされた平成元年、９年における対応については、

例えば、診療側委員からは、 

・ 本体報酬に係る改定財源の計算式において、「消費者物価への影響」

の率を乗じていることなど財源規模の考え方に問題があり、これまで

の診療報酬による補填額を上回る控除対象外消費税が発生している 

という意見があった一方、支払側委員からは、 

・ 控除対象外消費税については、これまでの診療報酬改定の中で全体

として手当されている 

という意見があった。 

 

○ 今回の消費税引上げ時の対応については、診療側委員から、病院、

診療所、歯科、調剤ごとに、課税経費率を基に消費税負担額を算出し

積み上げた額と、既存の手当分との差額を手当てすべきであり、具体

的な負担額について、今後議論すべきとの意見があった。 

 

 

 

○ いずれにせよ、今回の消費税引上げ時の対応については、現在実施

中の医療経済実態調査の結果等により適切に医療機関等の課税経費率

を把握した上で、今回の消費税率引上げによる消費税負担の増加分に

対して適切に手当がなされるよう、内閣において、適切にその財源規

模を決定すべきである。 

 

以上 

（参考：平成９年の計算式） 

①薬価基準分 （薬剤費の割合）×（105/103－1） 

②特定保険医療材料 （特定保険医療材料の割合）×（105/103－1） 

③診療報酬本体分 

｛100－（人件費の割合）－（薬剤費の割合）－（特定保険医療材料の割合） 

－（非課税品目の割合）｝×1.5/100（消費者物価への影響） 

 
※「消費者物価への影響」の 1.5/100 という数字は、平成９年の消費税引上げ時に、経済企画庁

が消費税率引上げが国内物価に与える影響として試算した数値に基づいている。 


